
 

一般競争入札説明書 

 

 沖縄県立離島児童生徒支援センターが発注するビルメンテナンス業務委託に係る一般競争入札公告に基づ

く一般競争入札（以下「入札」という。）については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。入札

に参加する者（以下「入札参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記

のとおりである。 

 

１ 公告日 令和８年２月６日 

 

２ 入札に付する事項 

 ⑴ 業 務 名： 沖縄県立離島児童生徒支援センタービルメンテナンス業務委託 

 ⑵ 業務内容： 寄宿舎の設備点検及び清掃業務等 

 ⑶ 契約期間： 令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 ⑷ 履行場所： 沖縄県立離島児童生徒支援センター 那覇市東町21番１  

 ⑸ そ の 他： 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期

継続契約であり、翌年度以降において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は

削減があった場合は本契約は解除する。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格等 

 ⑴沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る一般競争入札参加資格に関する規程第３条第１項に定める一般競争入  

札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

 ⑵地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に該当しない者であること。 

 ⑶警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、沖縄県発注業務か  

らの排除要請があり、当該状況が継続している者ではないこと。 

 ⑷社会保険（労働保険、健康保険及び厚生年金保険）に加入する義務がある者については、これらに加入 

  していること。 

 ⑸雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 

 ⑹労働関係法令を遵守していること。 

 

４ 入札参加資格確認申請書の提出 

 ⑴ 提出期限 令和８年２月20日（金）午後５時まで 

  ・持参または郵送により提出 

 ⑵ 提出場所 沖縄県離島児童生徒支援センター 

        〒900-0034 那覇市東町21番１ 電話番号 098-866-2733  

 ⑶確認結果の通知 

   ・令和８年２月24日（火）までに通知する 

 

５ 入札執行の場所及び日時 

 ⑴ 場 所：沖縄県立離島児童生徒支援センター 

 ⑵ 日 時：令和８年２月26日（木）午後２時 

 

６ 入札金額 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金 

額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110

分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

 

 



 

７ 入札保証金 

 ⑴ 納入通知書による納付の場合 

   令和８年２月18日(水)までに本件担当者に申し出ること。納入通知書を発行するので金融機関にて納付

し、領収書の写しを令和８年２月25日(水)までに提出すること。 

⑵ 免除の場合 

   次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部の免除を受けることができる。免除を受ける者は、  

令和８年２月20日（金）午後５時までに下記の内容を証明する書類を沖縄県離島児童生徒支援センター    

に提出すること。郵送により提出する場合は提出期限当日までに必着。 

 ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証契約を締結し、その証書を提出する場合 

 イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を   

締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した２以上の契約を全て誠実に   

履行した実績を提出する場合。（第２号様式） 

  

８ 落札者の決定方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者と

する。 

 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札

者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引

かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員がくじを引かせるものとする。 

  ⑶ 開札した場合において落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。また、入札回数は３回（再度

の入札２回）までとする。 

 ⑷ 再度の入札を行っても落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の２第１項第８号の規定に基づき

随意契約ができるものとする。 

 

９ 契約保証金 

    落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに   

代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次のいずれかに該当すると認められる場合は契約保証  

金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

  ⑴ 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 

 ⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結

した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した２以上の契約を全て誠実に履行し

た実績を提出する場合。 

 

10 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地 

 ⑴ 名 称：沖縄県立離島児童生徒支援センター 

 ⑵ 所在地：〒900－0034 那覇市東町21番１ 

 

11 契約の手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨に限る。 

 

12 契約の成立要件 

  この入札に係る契約については、落札後に契約を締結するものとする。 

 


